
公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部建築相談委員会 

２０１５年度アーキテクト･ガーデン参加セミナー：建築家が取り組む建築相談 

 

 

－トラブルを未然に防ぐために－ 

建築前（購入前）・建築後（購入後）の法律知識 
 

■日時：2015年６月２０日（土） 
     午後１時３０分～４時００分（開場 午後１時１５分） 

■場所：ＡＧＣstudio（旭硝子ショールーム２階） 
   〒104-0031東京都中央区京橋２-５-１８京橋創生館 電話 03（5524）5511 

  ■資料費：５００円  ■募集人数：５０人（先着順） 

 

■プログラム 

開会（午後１時３０分） 

第一部  建築（設計及び施工）に関する法律知識（午後１時３５分～２時０５分） 

講師：小島孝豊 (日本建築家協会関東甲信越支部建築相談委員会) 

第二部  建築後に関する法律知識（午後２時１０分～４時００分） 

講師：小川敦司（弁護士・ﾏﾝｼｮﾝ管理士） 

講師：河合敏男（弁護士） 
司会：尾崎英二（日本建築家協会関東甲信越支部建築相談委員会セミナーＷＧ） 

※NPO建築家教育推進機構によるユーストリーム放映予定 

■趣旨                        ■案内図  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■申込・問合先：日本建築家協会関東甲信越支部事務局  

大西宛 ＴＥＬ０３-３４０８-８２９１                       

 ＦＡＸ０３-３４０８-８２９４ 又は E-mail（mohnishi@jia.or.jp）まで。 

■セミナー終了後、隣接会場で相談会を実施します。（午後４時００分～５時００分） 

                事前に事務局までお申し込みください。  ■ＣＰＤ：３単位（取得予定） 
 

セミナー申込み書 ＦＡＸ（０３-３４０８-８２９４） 

氏  名 連絡先（TEL、FAX、E-mail等） セミナー 懇親会 

  出席・欠席 出席・欠席 

  出席・欠席 出席・欠席 

※懇親会は４時半頃から近隣で予定しています。会場は当日お知らせいたします。 

建築前（購入前）でも建築後（購入後）でも、安心できる住ま

いであるためには、事前に知っていれば後になって困らな

い、建築に関する法律知識が重要です。 

特に建売住宅やマンション及びハウスメーカーや設計施工の

工務店等による住宅の取得、リフォーム等の場合には、  

一般的には第三者の意見が求めにくいので、基本的な法律

知識がより必要とされます。 

今回は、建築の前提となる建築基準法の確認申請から始ま

り、瑕疵担保責任や品確法及び履行確保法等の建築に係る

最低限知っておかなければならない法律知識を、建築士と建

築関連に詳しい弁護士によってわかりやすく解説します。 

mailto:eaoki@jia.or.jp

